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平成23年５月27日(金曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．本県における医師の状況について

２．「宮崎県地域医療再生計画」について

３．「宮崎県地域医療再生計画（拡充分）」(案)

について

○協議事項

１．委員会の調査事項について

２．調査活動方針・計画について

３．県内調査について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 星 原 透

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 二 見 康 之

委 員 清 山 知 憲

委 員 井 上 紀代子

委 員 田 口 雄 二

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 新 見 昌 安

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福 祉 保 健 部 次 長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長
橋 本 憲次郎

（保健・医療担当）

部 参 事 兼
阿 南 信 夫

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 野 﨑 邦 男

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 池 田 憲 司

政策調査課副主幹 山 口 修 三

○内村委員長 ただいまから医療対策特別委員

会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

ただいま御着席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんください。

本日は委員会設置後、初の委員会でありますの

で、まず執行部より当委員会の設置目的に関連

する現状及び対策事業などにつきまして概要説

明いただいた後に、調査事項及び活動方針、活

動計画について御協議いただきたいと思います。

以上のように進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、そのように決定いた

します。
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では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時１分休憩

午前10時４分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

福祉保健部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつを申し上げます。私

は、この特別委員会の委員長に選任されました

都城市選出の内村仁子です。私ども12名がさき

の県議会で委員として選任され、今後１年間、

調査活動を実施していくことになりました。当

委員会の担う課題を解決するために努力してま

いりたいと思いますので、御協力をお願いいた

します。

次に、委員を紹介いたします。

最初に、私の隣が児湯郡選出の図師博規副委

員長です。

続きまして、皆様から見て左側から、西臼杵

郡選出の緒嶋雅晃委員です。

西都市・西米良村選出の押川修一郎委員です。

東臼杵郡選出の黒木正一委員です。

都城市選出の二見康之委員です。

宮崎市選出の清山知憲委員です。

続きまして、皆様から見て右側から、都城市

選出の星原透委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

延岡市選出の田口雄二委員です。

宮崎市選出の鳥飼謙二委員です。

宮崎市選出の新見昌安委員です。

以上で委員の紹介を終わります。

それでは、執行部の幹部職員の紹介及び概要

説明をお願いいたします。

○土持福祉保健部長 皆様、おはようございま

す。４月の人事異動で福祉保健部長を拝命いた

しました土持正弘でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

委員の皆様にはこのたび医療対策特別委員会

の委員のほうに就任をしていただきまして、ま

ことにありがとうございます。

御承知のとおり、私ども福祉保健部でござい

ますが、医療対策の充実、これはもとよりでご

ざいますけれども、高齢者、障がい者、児童の

福祉の増進、さらには県民の健康づくり、そし

て食の安全・安心の確保ということで、県民生

活に直結した大変重要な役割を担っているとこ

ろでございます。そういうことで県民の皆様の

各種施策に対する関心と期待、そういったもの

は大変大きいものがございます。私どもも県民

ニーズに的確にこたえられますように、職員一

丸となりまして頑張ってまいりたいというふう

に考えておりますので、委員の皆様方の御指導、

御鞭撻をよろしくお願いいたします。

それでは、お手元の委員会資料の１ページを

お開きいただきたいと思います。本日出席して

おります幹部職員を紹介させていただきます。

まず、福祉担当次長の田原新一でございます。

保健・医療担当次長の橋本憲次郎でございま

す。

部参事兼福祉保健課長の阿南信夫でございま

す。

医療薬務課長の緒方俊でございます。

長寿介護課長の大野雅貴でございます。

障害福祉課長の野﨑邦男でございます。

健康増進課長の和田陽市でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

それでは、１ページの左側の目次でございま

すが、ごらんいただきたいと思います。本日の

概要説明でございますけれども、まず、Ⅱの本

県における医師の状況についてを御説明させて
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いただいた後に、Ⅲの宮崎県地域医療再生計画

について、及び６月に厚生労働省のほうに提出

を予定しておりますⅣの宮崎県地域医療再生計

画（拡充分）案についてを御説明させていただ

きます。

御承知のとおり、地域医療対策につきまして

は、全国的な大きな問題になっておりまして、

本県でも医師の地域偏在、産科・小児科など特

定診療科の医師不足が深刻化している状況にご

ざいます。地域医療を確保するためには、県外

から医師を招聘するだけではなくて、地元で医

師を育てることが不可欠でありますことから、

宮崎大学の協力のもと、医学部の入学枠に地域

枠、それから地域特別枠を設定するなど、各種

対策に積極的に取り組みますとともに、国に対

しましても、抜本的な対策を講じていただくよ

う、強く要望しているところでございます。

また、宮崎県地域医療再生計画につきまして

は、昨年１月に地域医療再生臨時特例交付金の

国の交付決定を受けまして、医師確保や救急医

療体制の強化に向けた新たな取り組みを平成25

年度までの４カ年で集中的に実施しているとこ

ろでございます。さらに、昨年度の国の補正予

算で本交付金の拡充が決定されましたことから、

今回、その配分を受けるため、宮崎県地域医療

再生計画の拡充分、この案を策定したところで

ございます。詳細につきましては、この後、担

当課長から説明をさせますけれども、冒頭申し

上げましたけれども、地域医療対策、大変重要

な喫緊の課題でございます。今後とも総力を挙

げて取り組んでまいりたいと考えております。

委員の皆様の御支援、御協力のほどをどうぞよ

ろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

○緒方医療薬務課長 それでは、私のほうから

本県における医師の状況と宮崎県地域医療再生

計画及び拡充分（案）につきまして、御説明を

いたしたいと思います。

委員会資料の３ページをお開きください。ま

ず、本県における医師の状況についてでありま

す。なお、これから御説明する３ページから９

ページまでのデータは、医師法に基づきまして、

２年に一度、厚生労働省が取りまとめます医師

・歯科医師・薬剤師調査に基づくものでありま

す。平成22年の調査結果が現在集計中でありま

すため、平成20年の調査が最新となっておりま

すことを御了承いただきたいと思います。

まず最初に、県内の医師数の推移であります。

県内の医師数は徐々に増加しております。表の

右側にありますとおり、平成20年12月末現在

で2,602人、平成18年と比較しますと、45人、1.8

％の増加となっております。

次に、２の人口10万人当たりの医師数の推移

であります。人口10万人当たりの本県の医師数

は229.0人で、全国平均の224.5人を上回ってお

り、前回までと同様、全国で22位となっており

ます。前回と比べますと、本県が6.3人の増加に

対しまして、全国は7.0人増加しており、人口10

万人当たりでの増加数では全国平均を下回ると

いうような状況でございます。

４ページをお開きください。３の平均年齢の

状況でございます。平成20年における県内の医

師の平均年齢は、男性が51.4歳、女性が42.2歳

となっておりまして、全体では50.1歳でござい

ます。全国平均の48.8歳より1.3歳高くなってい

るという状況にございます。

これを４の年齢構成の状況で見ますと、本県

では40歳代から50歳代の医師の割合が全国と比

べて高く、逆に20歳代から30歳代の医師の割合

が低くなっております。これが平均年齢を押し
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上げているというような要因になっております。

また、20歳代及び30歳代の医師数を実数で見て

みますと、年々減少しております。特に20歳代

のところを見ていただきますと、平成10年の258

人と比べまして、平成20年は143人と、ほぼ半減

しております。本県においては臨床研修医や後

期研修医といった若手の医師が全国に比べて不

足しているという現状が見てとれる結果となっ

ております。

５ページをごらんください。若手医師が減少

している要因の一つとして、まず、宮崎大学医

学部における本県出身者の割合が少ないという

ことが挙げられます。表の一番下の欄にありま

すとおり、平成17年度の同大学医学部の入学者

のうち本県出身者の割合はわずか16％でありま

した。ただ、平成18年度からの地域枠等の導入、

そして平成21年度から医師修学資金を受けるこ

とが要件となっております地域特別枠の導入に

より、本県出身者の割合が徐々にふえまして、

３割程度となっており、さらに平成23年度にお

きましては、教育委員会の御尽力もありまして、

本県出身者数が45名、割合でいいますと４割を

超えるところまでにようやくなったところでご

ざいます。

もう一つの要因として、県内の臨床研修医の

数が少ないということが挙げられます。ここで

資料の訂正をお願いしたいと思います。本文中

でございますけれども、「平成16年度から新医師

臨床研修制度が実施されているが、平成22年度」

となっていますけれども、「22年度」を「23年度」

に変えていただきたいと思います。「平成23年度

に県内の医療機関で研修している臨床研修医は、

自治医大卒医も含め35人」は「29人」に変えて

いただきたいと思います。これで見てもおわか

りのとおり、昨年度が35人、ことしが29人とい

うことで、昨年に比べまして６人減少という状

況になっております。臨床研修を行う３つの基

幹病院がありますけれども、定員をどの病院と

も充たしていないということで、臨床医の確保

が今後の課題というふうに認識しているところ

でございます。

６ページをごらんください。次に、５の性別

の状況であります。平成20年における男性医師

は2,227人で全体の85.6％、女性医師は375人で

全体の14.4％となっております。平成10年と比

べますと、男性医師が132人増、女性医師が127

人増となっておりまして、男性医師の伸び率

が6.3％増であるのに対しまして、女性医師

は51.2％の大幅な増となっているところであり

ます。また、年齢別で見ますと、30歳代では女

性医師の割合が24.1％、20歳代では39.9％と、

年齢が若くなるにつれて女性医師の割合が高く

なっているという状況がございます。なお、無

職の女性医師の状況は、７ページにありますと

おり、平成20年で６名となっておりまして、前

回からは減少しているというような状況がござ

います。

次に、６の就業形態別の状況であります。平

成20年における病院等の開設者等である医師の

数でございますけれども、762人で、平成10年と

比べますと、48人、6.7％の増加となっておりま

す。また、病院・診療所の勤務医は1,708人で、

平成10年と比べまして、173人、11.3％の増となっ

ております。全体の医師数に対する開設者等と

勤務医の割合を見てみますと、開設者等が約30

％、勤務医が約65％という構成の割合の状況に

つきましては、平成10年と平成20年では大きな

変化はないという結果になっております。

８ページをお開きください。７の診療科別の

医師数であります。医療機関に従事いたします
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診療科別の医師数につきまして、人口10万人当

たりで全国と比較しますと、まず内科系の医師

は平成18年までは全国を上回っている状況にあ

りましたけれども、平成20年には下回っている

という状況がございます。次の外科系の医師は

継続して全国平均を上回っておりますけれども、

小児科系の医師は、人数は徐々にふえているも

のの、依然として全国平均を下回っているとい

う状況にあります。また、産婦人科系の医師は

全国平均を上回ってはいますけれども、徐々に

人数が減少しているという状況がございます。

９ページをごらんください。８の医療圏別の

医師数の状況についてであります。平成20年の

医師数を２次医療圏別で見ますと、宮崎東諸県

医療圏が1,373人で、県内の約半数の医師が集中

しておりまして、人口10万人当たりの医師数で

も全国平均を上回っているのは宮崎東諸県医療

圏のみとなっているなど、医師の地域偏在が見

られる状況になっております。平成10年と比較

いたしますと、人口10万人当たりの医師数はす

べての医療圏で増加はしておりますけれども、

実数では西都児湯、西諸医療圏で医師が減少し

ているという状況がございます。

９の医療圏別の診療科別医師数の状況であり

ますけれども、各診療科とも、やはり宮崎東諸

県医療圏に半数以上の医師が集中しているとい

う状況にあります。また、特に小児科系につき

ましては日向入郷、西諸医療圏が、産婦人科系

では、それに加えまして西都児湯及び日南串間

医療圏で医師数が１けた台という厳しい状況が

ございます。

以上が本県における医師の状況についてであ

ります。

次に、11ページをごらんください。Ⅲの宮崎

県地域医療再生計画についてであります。この

計画は、地域医療の抱える課題の解決を目的に、

平成21年度の国の補正予算で措置されました地

域医療再生臨時特例交付金の配分を受けるため、

平成25年度までの事業計画として策定した計画

であります。計画の対象圏域につきましては、

２次医療圏単位を基本としつつ、患者の流出入

状況など、合理的な説明がつく場合は拡大も可

能、また各県１計画当たり国費ベースで25億円

の計画を２計画まで策定という国の方針に従い

まして、本県におきましては、医師会、大学等、

県内の関係機関の意見を踏まえまして、宮崎県

北部医療圏と都城北諸県医療圏を中心にしまし

て、それぞれ隣接する日向入郷医療圏、西諸医

療圏を含める形で策定したところでございます。

次に、地域医療が抱える課題といたしましては、

主に医師確保と救急医療体制の強化ということ

を柱に据えまして、全県的に効果が期待できる

事業を一定程度盛り込む形で計画を策定いたし

ております。昨年１月に総額50億円の交付決定

を受けまして、これを財源に宮崎県地域医療再

生基金を造成し、昨年度から計画期間の終期で

あります平成25年度にかけまして、各種の事業

を実施することとしております。

次に、２の計画概要についてであります。ま

ず、（１）の日向入郷医療圏を含む宮崎県北部医

療圏の計画についてであります。現状・課題に

ありますように、この圏域は、県内の他の医療

圏と比較しまして、医師の数が少なく、医療資

源の層が薄いという根本的な課題を抱え、それ

が初期救急医療体制の不備、県立延岡病院への

患者集中など、圏域全体の救急医療体制の確保

に深刻な影響を与えております。こうした課題

の解決に向けまして、計画事業として挙げてお

ります事業といたしましては、まず、事業の効

果が全県的、県内全域に及ぶものとして、①の
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宮崎大学地域医療学講座の設置・運営や、②の

宮崎大学医学部附属病院へのドクターヘリの導

入など、７つの事業を実施することとしており

ます。次のページをお開きください。また、事

業の効果が直接、当圏域に及ぶ事業といたしま

して、⑨の延岡市夜間急病センターの施設・設

備の整備、⑭の県立延岡病院の施設整備等を行

うということを計画しているところであります。

次に、（２）の西諸医療圏を含みます都城北諸

県医療圏の計画についてであります。現状・課

題にありますとおり、この圏域は他の医療圏も

含めた広範囲から救急患者の流入があり、その

救急患者の受け入れの中心であります都城市郡

医師会病院が施設の老朽化や医師不足等により

本来有するべき医療機能を発揮できていないこ

と、さらには西諸医療圏を含めた周産期医療に

関して中核となっております国立都城病院の体

制が弱体化しているほか、西諸圏域の中核病院

である小林市立病院に産科医がいないというよ

うな課題を抱えているところでございます。こ

うした課題の解決に向けて、計画事業として掲

げておりますように、県全域対象の事業といた

しまして、２次救急の後方支援としての宮崎大

学医学部附属病院の救命救急部門の強化を図る

という事業や、計画圏域対象事業といたしまし

て、②の都城市郡医師会病院の整備、④の圏域

内医療機関を対象としたネットワークによる連

携促進等の事業を行うということにしていると

ころでございます。

13ページをごらんください。次に、Ⅳの宮崎

県地域医療再生計画の拡充分（案）についてで

あります。本計画は、昨年度、国の補正予算で

措置されました地域医療再生臨時特例交付金の

拡充分の配分を受けるために策定するものであ

ります。

まず、１の計画策定の前提となります国の交

付条件等でございますけれども、今回の計画は、

高度専門医療機関等の整備拡充など、都道府県

単位の地域医療提供体制の解決に必要な事業に

ついて定めるものであります。計画期間は23年

度から25年度、国の予算額は全国で2,100億円と

なっておりまして、基本的に１地域につき15億

円が交付されることとなっております。ただし、

施設・設備整備事業につきまして、２分の１程

度の事業者負担を条件に加算額の申請ができる

というふうになっております。

次に、２の本県における計画策定の考え方で

ございますけれども、前計画と同様に、地域医

療の抱える課題の解決を図るという趣旨に従い

まして、医師会や大学、市町村等、関係機関か

ら寄せられた提案も踏まえまして、計画を策定

することといたしております。②の15億円の基

本額分につきましては、県の医療計画に位置づ

けた４疾病６事業のうち、本県の死亡原因の第

１位と第２位のがん、急性心筋梗塞に係る緊急

性の高い事業、及び21年度策定をいたしました

前計画を上回る整備の必要があります救急医療、

新燃岳噴火や東日本大震災等を踏まえまして、

体制強化を図る必要のある災害医療、県民ニー

ズの高まりが見込まれる在宅医療・介護、さら

に４疾病６事業に係る対策の基盤となる医療人

材の育成確保をテーマに取り組むこととしてい

るところでございます。③の加算額につきまし

ては、原則２分の１の事業者負担によりまして、

上記②のテーマのほかに、重症心身障がい児・

者対策、難病対策をテーマに取り組むこととし

ております。

14ページをお開きください。３の計画案の事

業概要でございますけれども、まず、①のがん

対策につきましては、本県の死亡原因の第１位
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となっているがん対策を推進するために、地域

がん登録やがん検診体制の強化等を図ることと

しております。次に、②の急性心筋梗塞対策と

いたしましては、死亡原因の第２位となってい

る急性心筋梗塞に係る拠点病院の充実強化等を

図ることとしております。③の救急医療対策に

つきましては、宮大の救命救急センター化等に

つきまして、さらなる充実強化を図るとともに、

患者の転院促進やドクターヘリの県民への普及

・啓発を行うこととしております。次に、④の

災害医療対策ですけれども、今般の災害等を踏

まえ、ＤＭＡＴの体制整備や災害拠点病院の強

化等に取り組むこととしております。⑤の在宅

医療対策ですけれども、県民ニーズの高まりが

見込まれる在宅医療の充実とともに、在宅療養

者の生活を支えるために関係機関との連携強化

を図ることといたしております。⑥の重症心身

障がい児・者対策につきましては、医療、療育

体制の充実強化を図るため、入所、短期入所等

を行う拠点的な施設の機能強化等を図ることと

しております。⑦の難病対策につきましては、

神経難病等、重症難病患者の拠点病院における

診療機能の強化を図ることとしております。⑧

の医療人材の育成確保につきましては、４疾病

６事業対策の基盤となる医師や医療従事者の育

成確保のため、専門医や指導医の資格取得、医

療従事者の研修参加等を支援することといたし

ております。

４の国への交付金の申請予定額でございます

が、現時点では約42億9,000万円程度を予定して

おります。ただし、最終的には、医療審議会で

の審議等を踏まえまして、今後決定していくこ

とになりますので、若干の変動があり得ること

を御了承いただきたいと思います。

５の今後のスケジュール（予定）でございま

すが、６月７日の県医療審議会の審議を経て、

６月中旬に国に計画を提出し、その後、国の有

識者会議等での審査を経まして、８月下旬まで

に国へ交付申請を行うこととなっております。

説明は以上でございます。

○内村委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたらお願いいたしま

す。

○鳥飼委員 きのうの厚生常任委員会で説明を

された概要だと思うんですが、これまでの50億

円の基金の分にプラスアルファの部分が出てき

て、これを今から申請して認可といいますか、

許可といいますか、補助決定を受けるという今、

どの段階なんですか。

○緒方医療薬務課長 拡充分につきましては、

委員が今言われたように、今現在、提案してい

ただいた関係機関と最終調整を行っているとこ

ろでございます。ある程度の計画を作成いたし

まして、医療審議会にかけまして、そして国に

６月16日までに提出ということになります。国

に提出した中で、国のほうで国の有識者会議と

いうことで加算額やこの計画の妥当性の審査を

受けます。その後、国のほうから内示がござい

まして、それから交付申請を正式に出していく

という段取りになると考えております。

○鳥飼委員 そうしますと、当初の地域医療再

生計画についての進捗状況といいますか、説明

していただくと長くなるかもしれないんですけ

れども、簡単でいいんですけれども、進捗状況

としては予定どおり進んでいますよというふう

なことなんですか。概略を御説明お願いします。

○緒方医療薬務課長 現在の地域医療再生計画

の進捗状況でございますけれども、結論的に言

えば、おおむね順調に進んでいるという状況に

ございます。大きなものといたしましては、宮
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崎大学の地域医療学講座というのがございます

けれども、教授あるいは准教授の方々に、１年

生、２年生に対する講義をしていただきまして、

地域医療に対する理解を深めていただくという

こととか、実際現場に、串間とか小林市民病院

に行って、診療の手助けをしているというよう

な効果が出ているところでございます。また、

ドクターヘリ等につきましても、来年４月の就

航を目指しまして、委託をする運航会社も決ま

りまして、今後、住民説明会等を行ったり、そ

ういう形で基本的には順調に進んでいる状況だ

というふうに考えているところでございます。

○鳥飼委員 そこで、附属病院の救命救急セン

ター化―ドクターの配置とか、いろんな困難

性もあるかと思うんですけれども、これについ

ての進捗状況はどんな感じなんでしょうか。

○緒方医療薬務課長 宮崎大学の救命救急セン

ター化につきましては、基本的に医師の確保、

看護師の確保が昨年度計画をされております。

現在、医師としましては、自治医大卒医が帰っ

てきてくれまして、救命救急センターに入った

りとかして、３名を雇用しておるところでござ

います。看護師につきましては、今年度に確保

するという形で、確保の仕方としましては、新

規採用というよりか、宮崎大学の中で救命救急

センターのほうに行きたいという方の希望をと

りまして、そういう形で救命救急センターに配

置していくというふうに聞いております。当然、

新規採用もやるということは聞いておりますけ

れども、そういうような形で看護師確保等もやっ

ていきたいということで聞いているところでご

ざいます。

○鳥飼委員 医師３名ということなんですけれ

ども、救命救急センター化はドクターヘリとも

関連してきますね。かなりの医師の確保という

のが前提になってくると思うんですけれども、

それは内部の医師のやりくりでということにな

るんでしょうか。

○緒方医療薬務課長 先ほど申しましたように、

新規で採用する方もございますけれども、宮崎

大学の内部でこのセンターのほうに異動されて、

センターの医師として働ける方とか、そういう

ような方もいらっしゃると聞いております。今

年度中には少なくとも６名程度は確保したいと

いうふうに聞いているところでございます。

○鳥飼委員 ドクターヘリが来年の春ですね。

当然、中山間地への出動というのが出てくると

思うんですけれども、その際の救命救急センタ

ーの医師数は何名を確保しているんですか。

○緒方医療薬務課長 現時点では救命救急セン

ター化に伴って、フライトドクターも含めまし

て、今年度中には６名を確保しますので、実際

は６名で24年度から救命救急センターを起動さ

せていくという形になろうかと思っております。

○鳥飼委員 一応そういうことで聞いておきま

す。

○緒方医療薬務課長 最終的には、センターと

しては11名を予定しているということでござい

ます。

○鳥飼委員 ドクターヘリの運航会社も決まっ

たということですけれども、入札で何者出てき

たのか公表されていますか。

○緒方医療薬務課長 運航会社の入札等につき

ましては、宮崎大学のほうでやられておりまし

て、基本的には入札をされておると聞きまして、

何者入札されて―落札者は１者でございます

けれども、その辺の詳しい数字は今、持ち合わ

せていないところでございます。

○鳥飼委員 要望ですけれども、できるだけ情

報を県民の皆さんにわかっていただくように、
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そういう入札なり落札なり、透明にしていただ

いたほうがいいんではないかなというふうに

思っています。ドクターヘリがもうすぐ入って

くるだろうと思うんです。運用試験があって、

実際に飛び出すのは来年の２月か３月になるん

でしょうけれども、そうすると、県民もそれに

対しての心構えじゃないんですけれども、消防

関係者にしても、市町村にしても、病院にして

も、それとか駐機場といいますか、ヘリコプタ

ーをとめるところとか、いろんな配置を考えて

いかなくちゃならないし、それに伴って県民も

そのことをわかってもらわねばいけないと思う

んです。うちの満行前議員が主張してきた部分

ですので、できるだけオープンにしていただい

て、県民にも働きかけていただいて、協力して

いただくということをお願いしたいというふう

に思います。

○緒方医療薬務課長 ドクターヘリ等の運航に

つきましては、県民の御理解が必要というふう

に私たちも思っておるところでございます。そ

ういうことで宮崎大学と協力しながら、できる

だけの情報公開を当然やっていきたいと思って

おります。委員が言われるように、今後いろい

ろな場面で県民に御理解を得る必要があるとい

うことで、今度の拡充分につきましても、ドク

ターヘリに係る県民への理解を深めるという形

で取り組んでいきたいというふうに思っている

ところでございます。

○鳥飼委員 もう一つだけ。13ページの拡充分

のところで、１の計画策定の前提ということで

丸が５つぐらいあるんですけれども、４つ目の

中に、加算額35億円を超える場合、２億円以上

の基金が交付される医療機関について10％以上

の病床削減、加算額65億円を超える場合は病院

の統合再編が条件ということになっているんで

す。病床削減で医療費を削減していこうという

ような動きがずっと何十年間か厚労省で続いて

きたわけで、この考え方というのは説明があっ

ているんですか。

○緒方医療薬務課長 具体的な説明というのは

受けてはいないところですけれども、委員が言

われるような形で厚労省は考えているのかなと

いうふうには認識しております。病院再編や病

床数の削減というと、きのうもちょっとお話を

したんですが、医師の立場でいえば、ある程度

集約化したほうが県民に対して質の高い医療が

提供できるという考え方もございます。逆に、

住民からすれば、近くに病院があってほしいと

いうような考え方もあります。なかなか難しい

病院再編、病床削減の問題だと思っております

けれども、今回の拡充分については、そこまで

加算額は積み上がっておりませんので、現在と

してはそこまで考えてはいないというような状

況でございます。

○鳥飼委員 例えば、西諸でいえば、市民病院

があって、高原町立があって、えびの市立があっ

て、120ぐらいでしたか、あと30、30ぐらいで、

えびのの院長がやめられたときに「日州医事」

に、統合というのがあったけれども、一つも進

まなくてというようなことを、反省の意味を込

めたようなことを書いておられたのを見たんで

すけれども、それはおいておくとして、今回の

中には、病院の統合、ベッドの削減、両方とも

入っていないということでよろしいんでしょう

か。

○緒方医療薬務課長 委員がおっしゃるように、

そういうような計画は入っておりません。

○内村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○清山委員 先ほど医療薬務課長から説明ござ

いましたように、若手医師の減少が続いている



- 10 -

と。これは10年後、20年後を考えると非常に深

刻な問題であると思うんですけれども、要因と

して２つ、右のページに並べておられますが、

その点に関して、若手医師の減少が続いている

原因は確かに臨床研修医の数が少ないことで理

解できるんですけれども、要因１の本県出身者

の割合が少ないことというのは、これは要因２

の研修医の数が少ないことの原因でございます

ね。ですので、これが並列に並んでいるのは

ちょっと変かなと考えております。そして、要

因１というのは、研修医の数が少ないことの原

因の一つでございますけれども、この要因１以

外で研修医の数が少ない原因に関して、しっか

り恐らく御認識だと思うんですが、ここに記し

て、それに対する取り組みをしていただきたい。

例えば、５ページの一番下にある臨床研修医の

状況を見ると、宮大生が14人県内に残って、宮

大以外の学生が15人来られていますね。結局、

宮大出身以外の学生も15人宮崎県内に来られて

いる、もしくは県外の方というカテゴリーで分

けても14人来られているということで、こちら

の方々も決して無視できるポーションじゃない

と思います。ほかの地域を見ても、決して田舎

であるからといって県外からの学生が少ないわ

けではなくて、県外から来られている学生が多

い地域もございますし、我が県はそうした部分

においても依然少ない状況であると。この原因

についての課長の御認識をお伺いしたいと思い

ます。

○緒方医療薬務課長 臨床研修医が少ないとい

う要因といたしましては、２つ挙げております

けれども、おっしゃるとおり、密接に関連して

いることでございます。もう一つは、指導医と

か、そういう方々を育てていくというようなこ

とが必要かなというふうに思っておりまして、

今、指導医養成講座等もやっておりますけれど

も、どうしても医師が少ないためにきちっと指

導できる体制が十分に整っていない、そういう

ような要因もあろうかと思います。

それともう一つは、今、県外から来られてい

るというお話もありましたけれども、きのうも

申し上げたんですけれども、宮崎県の医学生が

毎年90人ぐらい出ている中で、60人が県外に出

ておりまして、30人が宮崎大学、地元大学に進

学していただいていると。60人がそのまま他県

の大学の医局で研修を積むというような形では

なくて、ここにも書いてありますとおり、県外

からも帰ってきてくれております。そういう帰っ

てきてくれている人たちに宮崎県の臨床研修の

プログラムはこういうものだとか、それを今ま

で十分に発信できてこなかったんじゃないかと

いうのも反省としてございます。そういうこと

で今年度、県外の臨床研修病院の説明会がござ

いますけれども、そこに宮崎県全体、宮崎県臨

床病院群という形でみんなで参加をして、宮崎

県はこういう研修をやるから帰ってきてくださ

いということでぜひＰＲしていきたいというふ

うに考えているところでございます。

○清山委員 指導医養成講座は厚生労働省の音

頭で各都道府県で定められているものなので、

ここは差別化を図られることがなかなか難しい

ところですから、課長がおっしゃられたような

ＰＲ、さらに何か今まで以上に新しい試みをし

ないと、今現在の結果が、全国でもかなり厳し

い状況ですので、ぜひ今まで以上にどんどん新

規の取り組みをしていただきたいなと思います。

そして、再生計画に関してですけれども、こ

れに関しても、拝見すると、事業計画を見ると、

やはり対症療法的な事業ですね。急病センター

の施設整備や、いろいろ今ほころびが出てきて
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いるところをどんどん手当てしていく、非常に

大事なんですが、それと同時に、今後、根本的

にこうした状況を改善していくためにはとにか

くドクターがふえていかないとしようがないの

で、やはりそうした観点を持っていただきたい

と考えております。

拡充分（案）も含めて、拝見したところ、宮

崎県内、最初のデータでも示されているように、

特に客観的データで小児科のドクターも少ない

ことが際立って見られるんですけれども、現に

県立日南病院なんかも毎年存続が危ぶまれてい

るわけで、深刻な状況であると私自身認識して

おります。拡充分においてもいろいろ書かれて

おりますけれども、厳しい状況はわかるんです

けれども、小児医療の観点がちょっと欠けてい

るかなと。昨年、県医師会がこの医療対策特別

委員会と意見交換したときの御意見を参照させ

ていただいたんですけれども、その中で佐藤理

事の、宮崎県内の小児医療について医師確保

―ワクチン、学校健診等、さまざまな分野に

またがって一元的に小児医療をどうしていくの

か議論していく宮崎県小児医療検討会というよ

うなことの設置を求めるという意見を拝見した

ことがございますけれども、この件に関して課

長のほうまで届いていますか。それとも、今現

在、何か検討中でございますか。

○緒方医療薬務課長 小児医療に関して、保健

・予防から全体を含めた検討会を開いたらどう

かという医師会の佐藤小児科部会長さんのお話

は聞いております。小児医療につきましては、

やはり小児科医が少ないという現状もございま

すので、いかに小児科医をふやしていくかとい

うことで、宮崎大学の小児科の教授といろいろ

と意見交換をさせていただいているところでご

ざいます。保健も含めた形での取り組みという

ことを今後どうしていくか、そこまではまだ検

討できていませんけれども、御意見としては承っ

ているところでございます。

○清山委員 何とぞよろしくお願いいたします。

○内村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○緒嶋委員 医療再生計画で50億という基金が、

今度の場合は申請が42億余りで、あとの残余に

ついては追加して申請するということになるの

か、そのあたりはどうなるわけですか。

○緒方医療薬務課長 現在、全国で2,100億円と

いうことで、東北３県につきましては、これは

ある程度の基金が120億ぐらい、それぞれの３県

にいってやられるという形で、あと残ったもの

を各県でこの計画を見ながら審査していくとい

うことになろうかと思います。15億円は各県に、

内容によると思いますけれども、基本的には分

配されると考えておりますので、あと加算額が

どうなるかということでございます。平均的に

見ますと、加算額は20億円程度なのかなという

ことで、本県の場合、27億程度オーバーして出

すという形になっていますので、今後これがど

の程度国の審査の中で削減されるかという問題

もございますけれども、県としてはできるだけ

この計画案が通るように頑張っていきたいとい

うふうに思っているところです。

○緒嶋委員 であれば、50億と42億との関係と

いうのは余り関連性はないわけかな。

○緒方医療薬務課長 最初の50億円というもの

につきましては、既に国から交付を受けており

ますので、基本的には関係ないと。追加上乗せ

で43億程度をもらいたいという形で国に申請し

ていくということでございます。

○内村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○押川委員 本県における医師の状況でありま

すけれども、20年度と18年度を比べると45名増
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加しているということでありますけれども、依

然として医師の地域偏在というのはあるわけで

ありまして、宮崎東諸県医療圏が県内において

も約半数以上、そして、ここにありますように、

平成10年と20年を比べても、西都児湯医療圏あ

るいは西諸医療圏というのは少なくなっている。

この状況に対してはどのような取り組みをされ

ておるのか、今後またこの見込みというものは、

さらにまたこういう状況で減っていくのかとい

うこと、もしわかれば見通しをお聞かせ願いた

いと思います。

○緒方医療薬務課長 地域偏在をいかに解消し

ていくかというのは非常に難しい問題でござい

ます。私ども市町村とも一緒になって取り組ん

でいるわけですけれども、例えば延岡市が開業

医の補助金を出すとかで、２人の医師の方に開

業していただくとか、なかなか開業まで持って

いくというのは難しいと思いますので、例えば

こちらにいて、救急の体制、夜の体制が弱い、

夜間急病センターの夜の宿直体制が弱いという

ことになると、非常勤でもいいから行っていた

だく、そういうような医師の派遣体制を各医師

会同士でやっていただくという形もあろうかと

思っています。実際、宮崎市も夜間の宿直体制

というのは非常に厳しいとはお伺いしているん

ですけれども、あるドクターが延岡市の夜間急

病センターに応援に行っていただくというよう

な協力体制も今できつつあると思っています。

そういうことでいろんな形で取り組んでいく必

要があると思っています。先ほど清山委員も言

われましたけれども、若いドクターが少ないと

いうことがあります。若いドクターがいろんな

救急を担っていただいております。そういう意

味で、宮崎大学の救命救急センター化やドクタ

ーヘリを入れることによって宮崎県の救急医療

の魅力を高める、そして若いドクターが入って

きてくれる、そのドクターが県内の救急医療体

制を担っていくんだということを各大学や医師

会と一緒になってやっていければというふうに

思っているところでございます。

○押川委員 今回、西都の救急病院―西都児

湯医療センターということで新しく４月から開

業していただいているんですけれども、県と市

町村の中でのかかわり、そして宮大に対する、

今言われた若い先生がいないけれども、何らか

の支援ができるような形の試み、そういうもの

はあるんでしょうか。

○緒方医療薬務課長 西都医師会病院が西都児

湯医療センターという形で法人化されるという

ようなときに、市と医師会といろいろと意見交

換をさせていただきました。引き続き、西都の

医療センターが救急１次、２次を担っていただ

くということであります。そういう意味では、

県としましても、救急医療を担っていただく西

都児湯医療センターに対しては人材的な支援と

いうことで、大学のほうに、コーディネート的

な役割にはなりますけれども、安定的な医師の

派遣とか、県としてもお願いしていきますとい

うような形で市とは話をしているところでござ

います。

○押川委員 ありがとうございます。特に開業

医においてもそうなんですけれども、西都の医

療を見てみると、産科、小児科、これが極端に

少ないと思うんです。ここらあたりの改善あた

り、取り組みについても今後また皆さん方のお

知恵なり、また宮大との関係、あるいは若い先

生を派遣してくれとか、そういう対応あたりも

お願いしておきたいと思います。

○内村委員長 ほかにございませんか。

○清山委員 今の質問に関連するんですけれど
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も、地区医師会同士などでの協力や補完等をおっ

しゃいましたけれども、先ほど鳥飼委員が質問

されていたように、再生医療計画の中でも寄附

講座を設けられていて、これに関して具体的に

年間当たり４人の医師派遣が目標で、今現在２

人を派遣していて、残り２人というところでしょ

うか。そして、その目標は何年度までに達成す

ることが決められているんでしょうか。

○緒方医療薬務課長 計画の中では、25年度ま

でに４名が派遣できるような体制をつくってい

きたいということで書いてあります。現在、串

間のほうに１名、小林市民病院に１名行ってい

ただいています。もう一つは、非常勤という形

ででも応援１名、小林の小児科に行っていただ

いたりしております。必ず常勤でというのはな

かなか難しいのかもしれませんけれども、そう

いう形で地域医療学講座から派遣できるような

体制ということをできるだけ大学のほうにもお

願いしながら、実現できるような方向で努力を

していきたいというふうに思っております。

○清山委員 県内の偏在ということでもう一つ、

県は県立病院が３つございますけれども、きの

うの説明では、県立宮崎病院は86名の定数すべ

て充足していて、延岡と日南が足りないという

ことなんですけれども、県として県立病院同士

での医師の応援、やりとりといったような形で

の補完、サポートは考えられておるのでしょう

か。そういうことは可能なのでしょうか。

○緒方医療薬務課長 県立病院の問題につきま

しては、病院局の所管でありますので、余り私

のほうからは申し上げられないんですけれども、

私の聞いている中では、去年は延岡病院の透析

が非常に厳しいということで、宮崎病院のドク

ターが延岡病院に応援に行くという形での相互

の協力体制をとられているというような形は聞

いております。

○清山委員 現場の先生方の御意向が一番だと

思いますけれども、他の県では県立病院同士で

助け合うところもございますので、所管が違う

かもしれませんが、同じ地域医療を担う課とし

て、その点、連携、コミュニケーションをとっ

ていただきたいと考えております。

○緒方医療薬務課長 県立病院は、地域医療を

担うかなめでございます。病院局とは常に連携

をとりながら、こういうのができませんかとか

意見交換をしながら、やっていきたいというふ

うに思います。

○内村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 ないようですので、これで終わ

りたいと思います。執行部の皆さん、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午前10時58分休憩

午前11時０分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

まず、先日開催されました委員長会議の結果

につきましては、先日の常任委員会で資料の配

付がありましたので、説明は省略させていただ

きます。御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、協議事項１の委員会の調査事項に

ついてであります。お手元に配付の資料１をご

らんください。１の当委員会の設置目的につき

ましては、さきの臨時議会で議決されたところ

でございますが、２の調査事項は、本日の初委

員会で正式に決定することになっております。

医療対策については課題が多く、また有効な提

言を行うためにもテーマを絞る必要があるかと

思いますが、まず、協議の前に、平成22年度に
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おきましても同様の特別委員会が設置されてお

りますので、これまでの議論との重複を避け、

さらに展開、発展させる意味から、初めに書記

にその内容について説明させたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

では、池田書記、お願いします。

○池田書記 それでは、説明いたします。

昨年度、平成22年度に設置されました医療対

策特別委員会について、お手元の資料３をもと

に説明をしたいと思います。資料３のほうをご

らんください。

Ⅰに掲げておりますとおり、医療体制（医師

確保・救急医療等）に関すること、歯・口腔条

例（仮称）に関すること、民間救急の導入、ワ

クチン接種の公的助成に関することの３つを調

査事項としまして、所要の委員会審議、調査活

動を行っております。

続きまして、Ⅱの調査報告の中身についてで

すが、初めに、１の医療体制（医師確保・救急

医療等）についてであります。（１）の全国の医

師の現状と課題については割愛しますけれども、

（２）では本県における医師の現状と課題とし

まして、宮崎東諸県医療圏に県内の医師の半数

以上が集中している、他の医療圏では診療科を

休診せざるを得ない状況にあるなど、医師の偏

在を初めとしまして、研修終了後も引き続き残っ

て勤務する可能性が高いとされる臨床研修医の

減少、さらに医師の高齢化、女性医師の増加、

地域医療を支える公立病院の医師不足の５つに

ついて取り上げております。

現状と課題を受けまして、（３）の医師確保対

策に係る県への提言等について、県内・県外調

査等を踏まえまして言及しております。①の医

師の地域偏在の解消では、静岡県において取り

組んでおります病院の意見や地域の状況を踏ま

えた医師の配置や、医学修学研修資金貸与者の

配置方針の検討などの取り組み、こういったも

のを参考に検討することを提言しております。

②の若手医師、臨床研修医の確保では、地域枠、

地域特別枠のさらなる有効活用のほか、修学資

金貸与制度については、貸与額や貸与期間の免

除項目の見直し、臨床研修医のニーズに合った

研修プログラムの作成及び学生へのＰＲの充実

を提言しております。③では自治医科大学卒業

医師の義務年終了後の定着促進、④では女性医

師の確保ということで、若年層、産科・小児科

での女性医師の増加に伴う女性医師の離職防止

・復職支援事業の強化、さらに働きやすい環境

整備、⑤の医師の勤務環境の改善では、地域住

民、医療機関、行政の連携によりまして、いわ

ゆるコンビニ受診を控えてもらうような活動の

推進、最後に⑥では、医師確保対策に特化した

専門部署の設置、こういったものを提言してお

ります。

さらに、（４）ですが、臨床研修医の都市部集

中や医師の診療科による偏在など、国の抜本的

対策を求めて、地域医療体制の充実強化を求め

る意見書を国に提出しております。内容としま

しては、そこに記載のとおり、４項目となって

おります。

（５）の救急医療等についてでは、救急医療

や災害医療、僻地医療についての現状、県内外

調査の状況について言及しており、ドクターヘ

リの導入に関しては、導入に向けた万全の準備

を行うよう要望しております。

２の歯・口腔条例についてですが、本県にお

ける歯科疾患の状況や口腔ケアの必要性、条例

の必要性、条文の内容などについて言及してお

ります。

最後に、３の民間救急の導入、ワクチン接種
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の公的助成についてであります。（１）の民間救

急の導入についてでは、救急車の不適正な利用

が多い現状から、利用者の意識や、救急車を利

用することが適当でない案件の搬送手段の確保

を課題としまして、救急車の適正な利用の呼び

かけのほか、既存の民間救急の県民への周知の

必要性などについて言及しております。（２）の

ワクチン接種の公的助成については、疾病の予

防に効果が期待できるＨＰＶワクチンや子宮頸

がん予防ワクチンなど、任意接種ワクチンにつ

いての定期接種化を国に要望していくこと、ま

た肺炎球菌ワクチン等については、定期接種化

が図られるまでの間、接種費用の助成を国に要

望する、こういったことを提言しております。

以上で説明を終わります。

○内村委員長 昨年度の特別委員会における調

査の内容については、お聞きのとおりでありま

すが、委員の皆様の御意見をお伺いしたいと思

います。

○星原委員 昨年私は入っていないのでわかり

ませんが、今、説明を受けながら、特別委員会

が扱った流れ、厚生常任委員会が今どういう形

で流れているかというのがわからないので、ど

ういう形にしていくか、去年と同じようなこと

をやってもしようがないので、もう少し集中的

に、幅広くじゃなくて特化した形もやっていく

のが特別委員会としてのやり方かなと思ってい

ます。説明資料の14ページ、がんと心筋梗塞が

１位と２位だということ、あるいは災害が起き

て災害医療対策、在宅医療―自分でおふくろ

を抱えてそういう問題、心身障がい、どこかそ

ういったものに特化していかないと、医師確保

とかいろんなのは常にやって進んでいくだろう

と思うんです。今回の特別委員会は何か的を絞っ

て、その辺が充実してきているのかきていない

のか、これから高齢社会が進む、少子化が進む

中で、地域医療はこのままで守れるのかどうか、

こういう流れの中から何ぼかを選択してそれを

やっていかんと、昨年と同じようなことをやっ

て果たしていいのかなと。これを見ていると、

大概、普通に思えばやるような項目は去年やら

れているような気がするんです。もう一つ踏み

込んだ形の専門的な分野―厚生常任委員会が

どこら辺まで入ってきているかわかりませんか

ら、またそれとは違う形で特別委員会の果たす

役割というところがあるでしょうから、光が当

たっていないというか、難病とか出ているんで

すけれども、そういう一つ一つを、在宅とか、

その辺あたりも抱えている家族の状況とか、い

ろんなものも地域におりていって調べてもいい

のかなと、そういう気がするんですが、どうな

んでしょうか。

○鳥飼委員 私は去年もこの委員会で、残留だっ

たんですけれども、医療の問題は、非常に危機

的な状況に宮崎県は置かれているということで、

特に県立延岡病院で延岡市がああいうふうに慌

てるとか、麻酔科医が集団退職という事件が６

年か７年前にありまして、その後、医師の過酷

労働で立ち去りというか、どんどん少なくなっ

て危機的な状況が起きていまして、宮崎市中心

部と都城はそれなりに機能しているのかなと、

それ以外のところはかなり厳しいんじゃないか

ということは確認できると思うんです。去年、

歯科口腔条例、これを提案して可決していただ

いたんですが、そのときに議論になったのが、

一般医療です。狭心症にしろ、脳卒中にしろ、

いわゆる一般医療で、星原委員も言われたよう

に、救急医療体制はどうなっているのか、そう

いう一般医療をどう充実していくかという条例

が歯の前に、総合医療が前じゃないかという議
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論もあったんです。去年は歯・口腔の条例制定

の請願が歯科医師会から出てきていたものです

から、歯科口腔条例をつくっていったんですけ

れども、私としては、宮崎県の地域医療を守り

育てるような条例といいますか、理念的なもの

になるのかどうなのかというのは今から議論し

ていく必要があると思うんですけれども、そう

いうものをぜひ目指していただきたいというふ

うに思っています。実際に、延岡市があれでし

りに火がついたかもしれませんが、延岡市が条

例をつくって、これをいろいろ見ているとかな

りいい条例のようです。県段階では奈良県ぐら

いしかないんですけれども、そういうものをつ

くっていくことで医療関係者、県民、行政の意

識を変えていく、そういうふうに進めていただ

くとありがたいと私は思います。

○黒木委員 ことしの３月の議会において、が

ん対策推進条例の早期制定についての請願を採

択しているんですが、これを見ますと、全会派

が紹介議員になって行っておりまして、今度の

宮崎県地域医療再生計画の中でも本県の死亡原

因の第１位ががんであると。全国ももちろんそ

うでありますけれども、10万人当たりの患者数

というのも全国でもふえているという状況にあ

るものですから、せっかくこういう請願を採択

したということも踏まえて、総合的ながん対策

が計画的に推進するような条例制定を目指した

ような調査も必要ではないかというふうに思い

ます。

○押川委員 今、黒木委員のほうから出たんで

すが、私も、そういうことで今回、特別委員会

の中で、がんあたりに取り組んでやっていただ

くとありがたいなというふうに思いますので、

できたらお願いしたいと思います。

○井上委員 鳥飼委員から出たことに対して私

は非常に賛成なんです。理念的なものになった

としても、医師の方たちにも自覚していただき

たいし、県民も自覚するという意味でいえば、

今回の委員会でできれば、その方向性をきちん

と見つけられたら、前に一歩進むんではないか

なというふうに思います。実は小林市民病院に

行ってみると、医師数が少なくて大変苦労して

おられるんです。ところが、あそこは地域の医

師会の皆さんと連携をうまくとっておられて、

自分たちのできない部分のところをカバーして

いただける、その関係性がうまくいっているん

です。小林市民病院は自分たちができないとこ

ろは何なのかということを明確にしておられて、

できないところを地域の医療の方たちに力をい

ただいて、医師会の皆さんの力をいただいて、

そして地域医療を完成させていくという、私は

ああいうのを学び取っていかないといけないの

ではないかなと思っています。

医師の偏在といっても、お医者さんが宮崎市

に住みたくて、その医師にあっちに行けと言わ

れても、お医者さんは動かないんです。自分の

診療理念ということとは別に、暮らしやすさ、

住みやすさということなんかもお医者さんも考

えておられるし、自分の子供の教育だとか、い

ろんなことをお考えだと思うんです。だから、

今ここにいる人をこっちに持っていってという

ことは不可能だと私は思うんです。可能性は非

常に低い。ただ、そこにいらっしゃる方たちと

医師の人たちとの連携がどうやってうまくいっ

て、例えば先ほど出た救急医療の問題、３次医

療みたいなことは、どうやって線をかいたらカ

バーがきちんとできるのかということが必要な

のではないかというふうに思っています。金丸

医師みたいな、ああいう地域医療の大事さとい

うのを生徒にしっかりと教えておられる方たち



- 17 -

も、田舎にいてそういうことをやっておられる。

そして、そこに研修で来たお医者さんというの

は本当によく学び取っておられる。椎葉の吉村

さんみたいな医者もいらっしゃるわけです。現

実にそういう方たちがいらっしゃる。だから、

決して偏在だけが悪いとかじゃなくて、今ある

状況をどうやって県民のために活用できるよう

な状況に仕上げていくか、そこで足りない部分

についてどうやっていくかということがされな

いと、ないものねだり的な問題をずっと言い続

けていても、それは難しいと思うんです。現実

にはそこに手が突っ込めないという、議論して

もなかなか机上の論議みたいなふうになってし

まう可能性が高いと思うんです。

ですから、一つは、今、鳥飼委員から出たこ

とを真剣にこの委員会の中できちんと議論がで

きるのか。先ほど出ましたがんの条例のことも

確かにあると思いますが、それを一回この委員

会の議論の素材にしていただいて、そこを決め

ていただけるといいのかなというふうに思いま

す。

○清山委員 星原先生の意見と一緒で、去年と

同じことをやってもしようがないので、ちょっ

と違ったアプローチ、違った視点でやる、その

大前提としてと、そういうことは賛成です。一

つは、条例制定―マスコミもよく取り上げま

すけれども、できるだけ中身のある条例を目指

して、そしてつくることはやはり県民の皆様に

発信する力があると思います。がん対策も全国

的なトレンドで、取り組まれている自治体も多

いですし、また地域医療を守るような条例も、

先ほど鳥飼委員おっしゃったように、延岡市の

条例は結構きちんとできていて、県民の皆様の

責務をきちんと明記しているあたりは非常に画

期的で、これを宮崎県が取り組むことでかなり

全国的にも先進的というか、医療に理解のある

地域であるということを発信できるんじゃない

かなと思うので、可能ならば両方を、この１年

で制定までじゃなくて多分下地づくりですか、

そういうことの取り組みをしていただければあ

りがたいなと思います。

もう一つ、条例以外に違った視点というとこ

ろでは、県立病院に関して何かこちらとして調

査や提言ができないかなと思うところがあるん

です。医療薬務課の方々は結構人もふえたり、

ずっと最近取り組んでおられて、かなり理解は

進んでおられるんですが、私自身、病院局の方

々とお話しすると、どうしても財政指標の健全

化などがかなりプライオリティーの高い印象が

あって、では県立病院をどうしていくかという

と、そこはもうすべてそれぞれの病院にお任せ

していますというような答えが多いんですけれ

ども、もうちょっと踏み込んで、例えば県立宮

崎病院なんかもすべて充足しておりますけれど

も、延岡と日南はそれぞれ大変厳しい。そして

研修医の話にしても、延岡、日南は採用枠２人

に対してずっとゼロが続いていて、ことしも県

立宮崎病院は10人中４人です。実際、私も県立

宮崎病院のホームページを見ても、数年間、臨

床研修医募集のページがずっと変わっていなく

て、非常に魅力の伝わらないような取り組みで、

物すごく納得いかないところがあるんです。そ

ういうところを、決して現場を批判するのでは

なくて、こちらから手を差し伸べるというか、

病院局としてもっとその辺をサポートしていけ

るようなことはできないかということを調査し

ていきたいなと、これは意見ですけれども、思

います。

○井上委員 私、基本的に賛成なんですよ、鳥

飼委員が言われたのと同じで。委員会で、特別
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委員会でも常任委員会もそうなんですが、執行

部側からの説明を聞くばかりで、そこに私たち

が意見を言って、それで終わって、委員会の最

終的報告というのは、私はもうこれからはやめ

ないといけないと思っているんです。議員間の

論議をいっぱいして、議員間こそ論議をして、

私どもが県民に対して責務を負いながら、こう

いうことを県議会としてどう皆さんに提起した

いのかということが明確であるべきだというふ

うに思うんです。先ほど出ました病院局を呼ぶ

なり、それはしていただいて、そこも含めて、

資料の提供だとかそういうことは構わないけれ

ども、できたら条例制定のほうに向かえば、多

分、委員同士の論議のほうが中心になっていく

と思うので、私は、それこそ時間を費やしたほ

うがいいと思うんです。12人いるけれども、12

人全員が同じ考えを持っているとはとても思え

ないので、十分議論して、これこそ議会活性化

にもなるし、しっかりとしたものをつくって県

民にきちんとアピールしていく、そして執行部

側にもそこをきちんとアピールするというのが

ないと、本来、議員として私たちが置かれてい

る責務というのが果たせていない場合も往々に

―向こうとこことのやりとりだけでは、本格

的に自分たちが議員として何をしたいのかとい

うことが明確でないような気がするわけです。

鳥飼委員が言われた条例化の制定の方向性とい

うのは、私はこの方向でやるべき、言われてい

るとおりやるべきだというふうに強く主張した

いと思います。

○星原委員 今、大体それぞれ意見が出ている

ところの形が方向かなと思うんです。医療対策

特別委員会というと、去年やったような形がど

うしても項目に来る。我々特別委員会がやろう

とすれば、医師確保やそういったものは当然、

厚生常任委員会でもやるでしょうし、県として

も取り組んでいるんです。一方で、今、井上委

員言ったように、議員同士の議論もそうなんで

すが、本当にここに掲げてあるような在宅医療

の現状はどうなのか、あるいは重症障がい児・

者の状況はどうなのか、通常取り上げないとこ

ろにおりていって、そういう情報収集しながら、

我々が特別委員会として何かを出していって、

それが条例につながっていくような方向に今回

は考えていってもいいのかなと。そういう特化

したものを何点か抽出して、その中に入っていっ

て、意見交換で聞いたことをもとにして議員同

士でやったりして、県民が悩んでいるあるいは

困っていることは何なのかと。もちろん、今出

ている、去年やったこともすべて困っているわ

けですけれども、それプラスアルファの部分を

僕らが何かやろうとすれば、特別委員会が何か

成果を見るとすれば、本当に実際困っている人

たちのところにこっちがおりていって意見集約

をしながら、また議員同士、そして執行部に、

こうすべきじゃないかとこっちから逆に、押し

つけじゃないけれども、提案していくような形

に切りかえないと、報告を受けるだけでは、そ

れを認めるだけでは、どうなのかなと、本当に

県民から望まれていることをやっているのかな

という感じもしないでもないんです。もうちょっ

とその辺のところに踏み込んでいったほうが今

回はいいような気がするんですが、どうでしょ

う。

○鳥飼委員 基礎的な状況というのは資料でも

らうということで済むと思うんです。ただ、今

の再生計画の追加分、そこについては聞かない

とわからない部分がある。しかし、厚生常任委

員長の黒木さんがここにいるけれども、そこと

ダブるようなことをしても意味がないから、や
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はり特別委員会が一つ特化していった形でやっ

ていったほうが、委員長もせっかく入っておる

んだから、厚生常任委員会はそこで議論してい

ただくということで、うちは特化をした形でやっ

ていったほうがいいんじゃないかなと思うんで

す。

○押川委員 先ほど星原委員も言われたとおり、

まとまってする部分と、我々議員として条例を

出していくという方向の中で、がんの条例とい

うのは私は今回取り組む必要があると思うんで

す。せっかくここまでやればですね。そこらあ

たりがミックスできる形の中で、特別委員会と

いうことでまとめてもらえばいいのかなと思い

ます。医師確保は向こうでやるわけだから。

○星原委員 調査していれば浮かび上がってく

ると思う。どういう形のものをつくり上げてい

けばいいか、最初から決めるんじゃなくて、入っ

ていって、その中から、条例あるいは提案に特

別委員会から執行部に対してこれだけはやらん

とおかしいというようなものを突きつけていく

ような形のものを何か見つけ出していくほうが

いいのかなと思うんです。

○緒嶋委員 最初、医療対策特別委員会は、幹

事長会でも、がん対策というのを調査項目に入

れようというのは当然出てきていたわけです。

そういう特化した中で成果を得るというか、議

会がそういうふうに先導的に政策を推進する先

導力というか、そういうものを県民が求めてい

るだろうと思うから、今言われたようなことを

集約していくことでこの委員会の意義も出てく

るんじゃないかという気がするんです。条例提

起も含めて……。

○鳥飼委員 やはり提言だけじゃいかん時期に

来ているんじゃないかと。議会というのは立法

機関といったら大げさですけれども、そういう

ものをつくるのが議会の役割だから、そこまで

踏み込まないと、何やっているんだということ

にもなりかねないんです。緒嶋委員が言われる

ように、そういうふうにして特化していったほ

うがいいんじゃないかなと思うんです。

○星原委員 もう一点が、15ページにある国へ

の交付金申請予定額、県はこういう形で予算を

組んでいるんですね。我々のほうからも国あた

りに上っていって、外れている部分があればこ

ういう予算は組めないのか、交付してくれない

のか、そういうところまで入っていくぐらいに

ならないと、執行部に対して動いた形にならな

いんじゃないかなと。予算に関しても、勉強に

行って、入っていない部分等があれば、そうい

う予算獲得あたりなんかでも中央の厚労省あた

りの考え方がどうなのかというぐらい、県外に

行くときもそういったことでもやって、１年で

全部すべてを終わらせるんじゃなくて、来年に

つながってもいいわけですから、何かそうやっ

ていくことのほうがいいのかなという気がしま

すけれども。

○押川委員 今、出た意見を整理していただい

て、後は正副委員長でまとめればいいと思いま

す。

○内村委員長 皆さんから出されたことを踏ま

えながら、とにかく条例化ということを入れる

ということで進めさせていただいてよろしいで

しょうか。

○緒嶋委員 それと在宅医療が、今、入院して

３カ月で次どこに行くかとか、在宅で見らにゃ

いかんとか、次のところに大変みんな困ってい

るわけです。在宅医療問題も当然これは関連し

ていくわけで、制度そのものに問題があったわ

けだから。

○内村委員長 在宅医療について出されました
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けれども、そういうことも踏まえて決めさせて

いただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師副委員長 できればきょう、今、皆さん

からいただいた意見を集約して調査項目という

のは決めたかったんですけれども、さまざまな

意見が出ましたので、もう一度その内容を整理

いたしまして、項目は委員長と副委員長でもう

一回まとめさせていただきたいと思うんですが、

資料２で特別委員会の活動回数というのはおお

むね決まっておりまして、次回が６月の定例議

会中になります。次回、皆さん方の要望を踏ま

えて、執行部から説明を受けるのか、関係団体

との意見交換するか、もしくは現地に赴くか、

そのあたりの御意見を出していただくといいが

なと思うんですが、いかがでしょうか。

○井上委員 清山委員から出ていたように、病

院局も呼んだらいいんじゃないですか。定例会

中の委員会審議のときに、病院局の地域医療に

対する考え方を委員が納得いくぐらい聞いたり、

そういうふうにしたらいいんじゃないですか。

大体きょう決めておいていただくといいと思い

ますけれども、６月のときに一回病院局を呼び

たいでしょう。

○清山委員 どっちかといえば、現場のほうが

どう考えているかとか、そっちのほうを聞ける

といいかもしれませんけれども、それはちょっ

と県内の調査のほかの調査事項とも兼ね合いも

あるので、どうかなと。でも、病院局がこちら

へ来ていただくのは僕も反対ではないです。

○内村委員長 暫時休憩いたします。

午前11時32分休憩

午前11時35分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

いろんな意見が出ているところなんですが、

調査項目等については正副委員長で検討させて

いただきますので、また皆さんに御報告をさせ

ていただきます。

次に、委員会の調査活動方針・計画について

でありますが、資料１の３に記載しております

とおり、活動方針案をここに出しているわけで

すが、資料２をごらんいただけませんでしょう

か。これからの議会行事予定や委員長会議の結

果を考慮して調査活動計画案を作成しておりま

す。これについて何か意見がありましたらお願

いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのようにさせていただ

きます。

次に、協議事項３の県内調査についてでござ

いますが、もう一回、資料２をごらんいただき

まして、７月28日から29日に県北調査、８月22

日から23日に県南調査を予定しております。今

から調査事項を検討していくところですが、調

査先について御意見、御要望がありましたらお

伺いいたします。

○清山委員 がん拠点病院は、県内に幾つある

んですか。２つ、３つぐらいですか。県立宮崎

病院と大学と、延岡はそうですか。がんの条例

をやるんだったら、がん拠点病院はどうですか。

○内村委員長 がんの拠点病院を調査したいと

いうことでしたけれども、調査先については調

整しまして、正副委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

○鳥飼委員 できれば延岡市を、先進的なので。

○内村委員長 ほかに御要望はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、委員の皆様の意見を踏ま

えた上で、正副委員長に一任をさせていただき
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ます。

次に、次回の委員会での執行部への説明資料

要求について何か御意見、要望はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 御意見はないようですので、次

回の委員会の内容につきましては、正副委員長

に御一任いただくということでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、最後になりますが、

その他で委員の皆様から何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 次回は６月定例会開会中の、議

会事務局案では６月27日（月）となっておりま

す。10時から予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時37分閉会


